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議案第１５９号

福岡市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について

　平成２７年３月３１日地方税法等の一部が改正され，同年４月１日から施行されること等に伴

い，用途が変更された宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に係る特例措置を延

長するとともに，平成２７年度以後の年度分について適用することとされている原動機付自転

車等に係る軽自動車税の税率の適用の開始を１年間延期する等の必要があったので，地方自

治法第１７９条第１項の規定により，福岡市市税条例等の一部を改正する条例を平成２７年３月

３１日次のように専決処分した。

福岡市市税条例等の一部を改正する条例

　（福岡市市税条例の一部改正）

第１条　福岡市市税条例（昭和３６年福岡市条例第５３号）の一部を次のように改正する。

　　第３３条第５項中「第２条第１２号の７の３」を「第２条第１２号の７」に改める。

　　第３４条第３項中「第２条第１２号の７の２」を「第２条第１２号の６の７」に改める。

　　第３９条及び第４１条中「第１０号の９」を「第１０号の１０」に改める。

　　附則第１７条中「平成２４年度」を「平成２７年度」に，「平成２６年度」を「平成２９年度」に，

「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律（平成２４年法律第１７

号）附則第１０条第１項」を「地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）附

則第１８条第１項」に改める。

　　附則第２７条第５項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３９項」に改め，同条第６項

中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第４０項」に改める。

　（福岡市市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条　福岡市市税条例の一部を改正する条例（平成２６年福岡市条例第５５号）の一部を次の

のように改正する。

　　附則第１項第３号中「第６０条の改正規定」を「第６０条第２号アの改正規定（「２,４００円」

を「３,６００円」に改める部分を除く。）」に，「第１０項」を「第１１項」に改め，同項第４号中

「及び第３４条の２第１項の改正規定，附則」を「，第３４条の２第１項及び第６０条第１号の

改正規定，同条第２号アの改正規定（「２,４００円」を「３,６００円」に改める部分に限る。），同
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号イ及び同条第３号の改正規定並びに附則」に，「，附則第８項及び第９項」を「及び附則

第８項から第１０項まで」に，「附則第１０項」を「附則第１１項」に改める。

　　附則第７項中「第６０条」を「第６０条第２号ア（２輪のもの（側車付のものを含む。）に係

る部分を除く。）」に改める。

　　附則第１１項を附則第１２項とする。

　　附則第１０項の表新条例附則第３２条の表以外の部分の項及び新条例附則第３２条の表の項中

「附則第１０項」を「附則第１１項」に改め，附則第１０項を附則第１１項とし，附則第９項を附

則第１０項とし，附則第８項を附則第９項とし，附則第７項の次に次の１項を加える。

８　新条例第６０条第１号，第２号ア（２輪のもの（側車付のものを含む。）に係る部分に限

る。），同号イ及び同条第３号の規定は，平成２８年度以後の年度分の軽自動車税について

適用し，平成２７年度分までの軽自動車税については，なお従前の例による。

　　　附　則

　この条例中第２条の規定は公布の日から，第１条の規定は平成２７年４月１日から施行する。

　上記について地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を求める。

平成２７年６月２２日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎


